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３．資格、免許等 

（１）ビル管理法による建築物環境衛生管理技術者 1名 

（２）労働管理安全法によるボイラー技士免許取得者又は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講

習修了者 1名以上 温水熱交換機（第一種圧力容器） 

（３）消防法による乙種4類危険物取扱者 1名以上 地下油槽タンク（灯油6,000ℓ 貯蔵） 

（４）電気工事士法による第二種電気工事士 1名以上 

 

４．業務の原則等 

（１）温湿度管理 

館内は、温度23度（±1度）湿度55%（±1%）を基準とし、それを維持すること。特別展等の条

件により、温度は18～23度、設定湿度は50～60％の範囲で設定を変更することがある。その場合

も変動幅はそれぞれ±1度、±1%とする。 

（２）高受変電設備 

    機器の操作は緊急やむを得ない場合を除き、電気主任技術者の承認を得なければ操作してはな

らない。やむを得ず操作したときは直ちに主任技術者に報告し、以後の指示を得るものとする。 

（３）発電設備 

    手動による運転、停止の場合は（２）に準ずる。 

（４）冷熱源設備 

    機器の運転操作帯は山梨県担当職員の指示によるものとする。 

（５）上記以外の設備（ＩＴＶ防盗設備、インターホン設備、防災設備、館内放送設備、エレベータ

ー・ダムウェーター設備） 

        異常の有無を判断し山梨県担当職員に報告する。 

 

５．業務の内容等 

（１）点検等 

   指定管理者（以下「乙」という。）は、維持管理のため、対象設備等に次の点検等を、山梨県

に実施日について協議したうえで実施するものとする。点検の際の機器等の操作は、山梨県の承

認を得て行い、点検等の結果報告書は、その都度、山梨県担当職員に提出するものとする。また、

点検の結果、異常を認めた場合は直ちに山梨県担当職員に報告し、指示を得るものとする。 

    収蔵庫内の点検等の実施にあたり、実施の方法、日時等については、学芸課職員と充分打合せ

のうえ、実施の際は学芸課職員に立会いを求めること。また、点検作業員１人に対し１人以上の

立会者を付け、業務完了後は、点検を実施した者から完了の確認をうけるとともに、美術館職員

に報告すること。 
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【別添仕様書5-9】山梨県立美術館消防用設備等保守 

 

 １．実施場所等 

     甲府市貢川１丁目４－２７ 山梨県立美術館内 

 ２．点検内容等 

     別表（消防用設備等保守点検一覧表）、消防用設備等を各種別毎に消防庁告示第３号

（昭和５０．４．１）に示す外観、機能（一部総合を含む）点検を消防法第２０１号（昭

和５５．９．２１）に示す改正点検基準に従い年２回実施し、うち１回は、管轄の消防

署に報告するものとする。 

３．報告事項等 

点検結果については、消防法に規定するところにより消防行政機関への報告書を受託

者が作成し乙の捺印をうけ、該当地区消防署長に提出するとともに、その届出済報告書

の写しを乙に提出するものとする。 

    ① 消防用設備等点検結果報告書 

    ② 各消防用設備種別毎の点検票 

    ③ その他 

 ４．その他 

    ①  収蔵庫内の点検の実施にあたり、実施の方法、日時等については、学芸課職員と

充分打合せのうえ、実施の際は学芸課職員に立会いを求めること。また、点検作業

員１人に対し１人以上の立会者を付け、業務完了後は、点検を実施した者から完了

の確認をうけるとともに、美術館職員に報告すること。 

② その他詳細（窒素ガス・ハロンガス放出試験等）については、山梨県担当職員の

指示に従うこと。 
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2 

 

      ⑥通用口の入館者受付、退館者確認を行う。休館日は、常に施錠し、入・退館者が

ある時は、確認のうえ、解錠すること。 

      ⑦不審者等に対する対応業務を行う。 

      ⑧常駐警備員は、警備日誌、警備計画書等定められた書類の作成及び提出を行う。 

      ⑨出入（搬出口も含む。）管理・監視業務を行う。 

      ⑩郵便物、新聞等の受領、引き渡し業務を行う。 

      ⑪鍵の授受、貸出、使用についての管理業務を行う。 

      ⑫遺失物の取扱い業務を行う。 

      ⑬物品等の受領、引き渡し業務を行う。 

      ⑭防災、防犯設備の監視を行う。 

      ⑮防災・防犯に係る機器等の作動確認を定期的に行う。 

      ⑯電話の受付業務を行う。 

      ⑰警報装置の保守及び点検を行う。 

   （２）巡回等 

      犯罪・防犯を防止するため、不審者及び不審物を早期発見し、対処するために巡回

等を実施する。全館退出後に行う巡回は、潜伏者発見、火気の後始末等を最重点とし

て、概ね次の事項に着眼して、全室・全空間（配電室、配管室、倉庫、屋上等を含む。）

を確認しながら巡回等を実施するものとする。巡回等は、８時３０分～１７時３０分

の間に８回、１７時３０分～翌８時３０分の間に４回以上を基本とし、状況に応じ

て回数を増やすものとする。 

①館内残留者等の早期発見及び処置等 

②駐車場等も含めた敷地内の不審者、不審物、不審車両の早期発見及び処置等 

③盗難の予防対策及び処置等 

④水道の元栓の安全確認等 

⑤火災誘発状態の早期発見及び処置等 

⑥扉、シャッター、窓等の施錠確認等 

⑦不必要電灯の消灯等 

⑧南館展示室誘導灯の点灯（１７時～翌９時）の確認等 

⑨建物内外の異常の早期発見及び処置等 

⑩その他 

   （３）アラーム機器操作 

警備本部に設置された次のアラーム機器等の監視及び操作は全て常駐警備員が行う

こと。 

①監視カメラ・モニター 

②身障者トイレ警報盤 

③収蔵庫棟電気錠 

④南館電灯スイッチ 

⑤館内設備監視盤 

⑥西門・館入口インターホン 

⑦エレベーターインターホン 

⑧館内放送・留守電等 

⑨南館展示室誘導灯（※） 
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【別添仕様書13-5】自動体外式除細動器の設置及び管理 

 

１．設置 

  乙は、玄関付近など人目につきやすい場所に自動体外式除細動器（以下、ＡＥＤ）及

び収納ケースを設置し、救命の用に供すること。 

 

２．保守点検 

  乙は、目視によりＡＥＤの日常点検を行うものとし、機器の異常を発見した場合は、

早急に対応すること。 

 

３．ＡＥＤ及び消耗品の交換 

  乙は、定期的にＡＥＤの本体及び部品等（本体バッテリー、電極パッド、収納ケース

乾電池）をメーカー設定の耐用年数や使用に応じて補充、交換を行うこと。 

 

４．使用報告 

  乙は、ＡＥＤを用いて救命活動が行われた際には、その都度、山梨県に報告すること。 


